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【手続補正書】
【提出日】平成28年6月27日(2016.6.27)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
個人の識別を検証する方法であって、前記方法は：
プロセッサの支援により、前記個人の遺伝子シグネチャーを、記憶装置に保存されるあら
かじめ採集された前記個人の遺伝子シグネチャーと比較することを含み、
前記遺伝子シグネチャーは、前記個人の生物学的サンプルを分析することにより得られ、
前記個人からの生物学的サンプルの採集から、前記遺伝子シグネチャーの前記あらかじめ
採集された遺伝子シグネチャーとの比較の完了までの時間が、２４時間未満であり、
および
前記遺伝子シグネチャーおよび前記あらかじめ採集された遺伝子シグネチャーの一致が前
記個人の識別を立証する方法。
【請求項２】
前記プロセッサおよび前記記憶装置は同じ機器の部分である、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
前記プロセッサおよび前記記憶装置は同じ機器の部分ではない、請求項１に記載の方法。
【請求項４】
前記記憶装置が、クラウドコンピューティングに基づくインフラストラクチャーを有する
、請求項１～３のいずれか１つに記載の方法。
【請求項５】
前記あらかじめ採集された遺伝子シグネチャーが、前記個人の少なくとも１つの医学的記
録と関連付けられる、請求項１～４のいずれか１つに記載の方法。
【請求項６】
前記あらかじめ採集された遺伝子シグネチャーが、前記個人の少なくとも１つの財務的記
録と関連付けられる、請求項１～４のいずれか１つに記載の方法。
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【請求項７】
前記個人の識別が以下の１つ以上を受け取るか、または提供するために検証される、請求
項１～６のいずれか１つに記載の方法：ヘルスケア、銀行取引、大使館、電子商取引、私
的なまたは公的な輸送サービス、建造物の警備、場所へのアクセス、または機器へのアク
セス。
【請求項８】
前記機器が生物学的サンプルとの１つ以上の化学反応を行うために構成される、請求項１
～７のいずれか１つに記載の方法。
【請求項９】
前記機器が、前記１つ以上の化学反応のために、前記サンプルを調製するために構成され
る、請求項１～８のいずれか１つに記載の方法。
【請求項１０】
前記機器が、前記サンプルを調製するためか、または前記化学反応を１０％以下の変動係
数で行うために構成される、請求項１～９のいずれか１つに記載の方法。
【請求項１１】
個人の識別を検証する方法であって、前記方法は：
プロセッサの支援により、前記個人の遺伝子シグネチャーを、記憶装置に保存されるあら
かじめ採集された前記個人の遺伝子シグネチャーと比較すること、および
前記個人の動的生物学的シグネチャーを、記憶装置に保存されるあらかじめ採集された前
記個人の動的生物学的シグネチャーと比較することを含み、
前記遺伝子シグネチャーおよび前記動的生物学的シグネチャーは、１つ以上のポイント・
オブ・サービスの場所で提供された前記個人の生物学的サンプルを分析することにより得
られ、および
前記遺伝子シグネチャーおよび前記あらかじめ採集された遺伝子シグネチャーの間の一致
、および前記動的生物学的シグネチャーおよび前記あらかじめ採集された動的生物学的シ
グネチャーの間の変化の程度が、予測された軌跡内に該当する場合に、前記個人の識別が
立証される方法。
【請求項１２】
前記動的生物学的シグネチャーが、プロテオーム・シグネチャーである、請求項１１に記
載の方法。
【請求項１３】
前記予測された軌跡が、前記動的生物学的シグネチャーの傾向の知識に基づいて決定され
る、請求項１１または１２に記載の方法。
【請求項１４】
前記予測された軌跡が１つ以上の予測モデルに基づいて決定される、請求項１１～１３の
いずれか１つに記載の方法
【請求項１５】
前記予測モデルが前記個人からあらかじめ採集された動的生物学的シグネチャーデータを
組み込む、請求項１４に記載の方法。
【請求項１６】
複数の記録を集約する方法であって、前記方法は：
１人以上の被験者に関する１つ以上の記録を保存する第一の記憶装置を含む第一の記録シ
ステムを提供することを含み、個々の記録は、前記個々の被験者の少なくとも１つのタイ
プの個人情報に関連付けられる個々の被験者の遺伝子シグネチャーを含み；
１人以上の被験者に関する１つ以上の記録を含む第二の記憶装置を含む第二の記録システ
ムを提供することを含み、個々の記録は、前記個々の被験者の少なくとも１つのタイプの
個人情報に関連付けられる個々の被験者の遺伝子シグネチャーを含み；および
プロセッサを用いて、第一の記録システムの遺伝子シグネチャーおよび第二の記録システ
ムの遺伝子シグネチャーを比較することを含み、前記第一の記録システムの遺伝子シグネ
チャーおよび前記第二の記録システムの遺伝子シグネチャーが同一であれば、前記第一お
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よび第二の記録システムを関連付け、それにより前記複数の記録を集約する方法。
【請求項１７】
前記個人情報が、前記個人の名前、誕生日、住所、電話番号、電子メールアドレス、医学
的記録、財務的記録、または支払者記録の１つ以上を含む、請求項１６に記載の方法。
【請求項１８】
前記遺伝子シグネチャーが、前記個人から収集された前記生物学的サンプルの、配列が決
定された部分のハッシュを含む、請求項１６または１７に記載の方法。
【請求項１９】
個々の被験者の記録のための一意的識別子を有するデータレポジトリを作成する方法であ
って、前記方法は：
プロセッサを用いて、被験者の遺伝子シグネチャーを被験者の少なくとも１つの記録と関
連付けることを含み、前記遺伝子シグネチャーは前記被験者の一意的識別子であり、およ
び前記遺伝子シグネチャーは（ｉ）少なくとも１つの被験者の核酸分子を含む生物学的サ
ンプルを取得すること、および（ｉｉ）前記少なくとも１つの核酸分子から遺伝子シグネ
チャー生成することにより得られ、前記遺伝子シグネチャーは、前記被験者の識別を示し
；
前記遺伝子シグネチャーおよび前記記録を１つ以上のデータベースに保存することを含み
；および
前記遺伝子シグネチャーを、前記１つ以上のデータレポジトリ中の記録へのアクセスを提
供する索引として使用することを含む方法。
【請求項２０】
前記記録が医学的記録であり、および前記データレポジトリが、ヘルスケアシステムにお
いて利用される、請求項１９に記載の方法。
【請求項２１】
前記記録が財務的記録であり、および前記データレポジトリが、銀行取引において利用さ
れる、請求項１９に記載の方法。
【請求項２２】
個人の識別を検証するためのシステムであって、前記システムは：
前記個人のあらかじめ採集された遺伝子シグネチャーを保存するために構成された記憶装
置；および
前記個人の遺伝子シグネチャーをあらかじめ採集された遺伝子シグネチャーと比較するた
めに構成されたプロセッサを含み；
前記遺伝子シグネチャーは、前記個人の生物学的サンプルを分析することにより得られ、
前記個人からの生物学的サンプルの採集から、前記遺伝子シグネチャーの前記あらかじめ
採集された遺伝子シグネチャーとの比較の完了までの時間が、２４時間未満であり、
および
前記遺伝子シグネチャーおよび前記あらかじめ採集された遺伝子シグネチャーの一致が前
記個人の識別を立証するシステム。 
【請求項２３】
前記プロセッサおよび前記記憶装置は同じ機器の部分である、請求項２２に記載のシステ
ム。
【請求項２４】
前記プロセッサおよび前記記憶装置は同じ機器の部分ではない、請求項２２に記載のシス
テム。
【請求項２５】
前記記憶装置が、クラウドコンピューティングに基づくインフラストラクチャーを有する
、請求項２２～２４のいずれか１つに記載の方法。
【請求項２６】
前記あらかじめ採集された遺伝子シグネチャーが、前記個人の少なくとも１つの医学的記
録と関連付けられる、請求項２２～２５のいずれか１つに記載の方法。
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【請求項２７】
前記あらかじめ採集された遺伝子シグネチャーが、前記個人の少なくとも１つの財務的記
録と関連付けられる、請求項２２～２５のいずれか１つに記載の方法。
【請求項２８】
前記個人の識別が以下の１つ以上を受け取るか、または提供するために検証される、請求
項２２～２７のいずれか１つに記載のシステム：ヘルスケア、銀行取引、大使館、電子商
取引、私的なまたは公的な輸送サービス、建造物の警備、場所へのアクセス、または機器
へのアクセス。
【請求項２９】
個々の被験者の記録に対する一意的識別子を有するデータレポジトリを生成するシステム
であって、前記システムは：
少なくとも１つの核酸分子から遺伝子シグネチャーを生成するために構成されたシグネチ
ャー生成器を含み、前記遺伝子シグネチャーは、前記被験者の識別を示し；
前記遺伝子シグネチャーを被験者の少なくとも１つの記録と関連付けるために構成され
たプロセッサを含み；
前記遺伝子シグネチャーは前記被験者の一意的識別子であり；および
前記遺伝子シグネチャーおよび前記記録を保存するために構成された、１つ以上のデータ
ベースを含み、前記遺伝子シグネチャーが、前記１つ以上のデータベースにおいて、前記
記録の索引であるシステム。
【請求項３０】
被験者の、少なくとも１つの核酸分子を含むことが疑われる、生物学的サンプルを得るた
めに構成されたサンプル収集ユニットを更に含む、請求項２９に記載のシステム。
【請求項３１】
前記記録が、医学的記録であり、および前記データレポジトリが、ヘルスケアシステムに
おいて用いられる、請求項２９または３０に記載のシステム。
【請求項３２】
前記記録が財務的記録であり、および前記データレポジトリが、銀行取引において利用さ
れる、請求項２９または３０に記載のシステム。
【請求項３３】
個々の被験者の医学的記録のためのデータレポジトリを生成するための方法を実行するた
めの、機械により実行可能なコードを含む、有形のコンピュータ可読媒体であって、前記
方法は：
プロセッサを用いて、被験者の遺伝子シグネチャーを被験者の少なくとも１つの記録と関
連付けすることを含み、前記遺伝子シグネチャーは（ｉ）少なくとも１つの被験者の核酸
分子を含む生物学的サンプルを取得すること、および（ｉｉ）前記少なくとも１つの核酸
分子から、遺伝子シグネチャーを生成させることにより取得され、前記遺伝子シグネチャ
ーは前記被験者の識別を示し；および
個々の被験者の記録のためのデータレポジトリを作成するために、前記遺伝子シグネチャ
ーおよび前記記録を１つ以上のデータベースに保存することを含む方法。
【請求項３４】
前記記録が医学的または財務的施設の記録である、請求項３３に記載の有形のコンピュー
タ可読媒体。
【請求項３５】
前記遺伝子シグネチャーが、前記生物学的サンプルの配列が決定された部分のハッシュを
含む、請求項３３または３４に記載の有形のコンピュータ可読媒体。
【請求項３６】
前記被験者の記録が、前記被験者の名前、誕生日、住所、電話番号、電子メールアドレス
、検体レベル、財務的記録、または支払者記録の１つ以上を含む、請求項３３～３５のい
ずれか１つに記載の、有形のコンピュータ可読媒体。
【請求項３７】
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前記１つ以上のデータベースが、クラウドコンピューティングに基づくインフラストラク
チャーを有する、請求項３３～３６のいずれか１つに記載の、有形のコンピュータ可読媒
体。
【請求項３８】
前記１つ以上のデータベースが、前記遺伝子シグネチャーを前記少なくとも１つの医学的
記録に対して一意的識別子として用いる、請求項３３～３７のいずれか１つに記載の、有
形のコンピュータ可読媒体。
【請求項３９】
前記少なくとも１つの医学的記録が前記被験者のプロテオーム情報である、請求項３８に
記載の、有形のコンピュータ可読媒体。
【請求項４０】
前記１つ以上のデータベースが、前記遺伝子シグネチャーを前記少なくとも１つの財務的
施設の記録に対して一意的識別子として用いる、請求項３３～３７のいずれか１つに記載
の、有形のコンピュータ可読媒体。
【請求項４１】
個人の識別を検証するするための方法を実行するための、機械により実行可能なコードを
含む、有形のコンピュータ可読媒体であって、前記方法は：
プロセッサの支援により、
前記個人の遺伝子シグネチャーを、記憶装置に保存される前記個人のあらかじめ採集され
た遺伝子シグネチャーと比較すること、および
前記個人のプロテオーム・シグネチャーを、記憶装置に保存される前記個人のあらかじめ
採集されたプロテオーム・シグネチャーと比較することを含み、
前記遺伝子シグネチャーおよび前記プロテオーム・シグネチャーは、１つ以上のポイント
・オブ・サービスの場所で提供された前記個人の生物学的サンプルを分析することにより
得られ、
前記遺伝子シグネチャーおよび前記あらかじめ採集された遺伝子シグネチャーの間の一致
、および
前記プロテオーム・シグネチャーおよび前記あらかじめ採集されたプロテオーム・シグネ
チャーの間の変化の程度が、許容範囲に該当する場合に、前記個人の識別が立証される方
法。
【請求項４２】
複数の記録を集約するための方法を実行する、機械により実行可能なコードを含む、有形
のコンピュータ可読媒体であって、前記方法は：
１人以上の被験者に関する１つ以上の個人の記録を保存する第一の記憶装置を含む第一の
記録システムを提供すること含み、個々の記録は、前記個々の被験者の少なくとも１つの
タイプの個人情報に関連付けられる個々の被験者の遺伝子シグネチャーを含み；
１人以上の被験者に関する１つ以上の記録を含む第二の記憶装置を含む第二の記録システ
ムを提供すること含み、個々の記録は、前記個々の被験者の少なくとも１つのタイプの個
人情報に関連付けられる個々の被験者の遺伝子シグネチャーを含み；および
プロセッサを用いて、前記第一の記録システムの遺伝子シグネチャーおよび前記第二の記
録システムの遺伝子シグネチャーを比較することを含み、
前記第一の記録システムの遺伝子シグネチャーおよび前記第二の記録システムの遺伝子シ
グネチャーが同一であれば、前記プロセッサが、前記第一および第二の記録システムの記
録を関連付け、それにより前記複数の記録を集約する方法。
【請求項４３】
前記個人情報が、前記個人の名前、誕生日、住所、電話番号、電子メールアドレス、医学
的記録、財務的記録または支払者記録の１つ以上のを含む、請求項４２に記載の有形のコ
ンピュータ可読媒体
【請求項４４】
前記遺伝子シグネチャーが、前記生物学的サンプルの配列が決定された部分のハッシュを
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含む、請求項４２または４３に記載の有形のコンピュータ可読媒体。
【請求項４５】
個々の被験者の記録を有する一意的識別子を有するデータレポジトリを作成する方法を実
行するための機械により実行可能なコードを含む有形のコンピュータ可読媒体であって、
前記方法は：
プロセッサを用いて、被験者の遺伝子シグネチャーを被験者の少なくとも１つの記録と関
連付けることを含み、前記遺伝子シグネチャーは前記被験者の一意的識別子であり、およ
び前記遺伝子シグネチャーは（ｉ）少なくとも１つの被験者の核酸分子を含む生物学的サ
ンプルを取得すること、および（ｉｉ）前記少なくとも１つの核酸分子から遺伝子シグネ
チャー生成することにより得られ、前記遺伝子シグネチャーは、前記被験者の識別を示し
；
前記遺伝子シグネチャーおよび前記記録を１つ以上のデータベースに保存することを含み
；および
前記遺伝子シグネチャーを、前記１つ以上のデータレポジトリ中の記録へのアクセスを提
供する索引として使用することを含む方法。
【請求項４６】
前記記録が、医学的記録であり、および前記データレポジトリが、ヘルスケアシステムで
利用される、請求項４５に記載の有形のコンピュータ可読媒体。
【請求項４７】
前記記録が、財務的記録であり、および前記データレポジトリが、銀行取引システムで利
用される、請求項４５に記載の有形のコンピュータ可読媒体。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００９２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００９２】
（参照による組み込み）
　本明細書において言及される、全ての刊行物、特許および特許出願は、個々の刊行物、
特許および特許出願のそれぞれが、参照により組み込まれるために、あたかも明確に、お
よび個々に参照により示されるのと同程度に、参照により本明細書に組み込まれる。
　本発明の実施形態において、例えば以下の項目が提供される。
（項目１）
個々の被験者の記録のためのデータレポジトリを作成する方法であって、前記方法は：
プロセッサを用いて、被験者の遺伝子シグネチャーを被験者の少なくとも１つの記録と関
連付けることを含み、前記遺伝子シグネチャーは（ｉ）少なくとも１つの被験者の核酸分
子を含む生物学的サンプルを取得すること、および（ｉｉ）遺伝子シグネチャーは、前記
少なくとも１つの核酸分子から生成することにより得られ、前記遺伝子シグネチャーは、
前記被験者の識別を示し；および
個々の被験者の記録のためのデータレポジトリを作成するために、前記遺伝子シグネチャ
ーおよび前記記録を１つ以上のデータベース内に保存することを含む方法。
（項目２）
前記記録が、医学的または財務的施設の記録である、項目１に記載の方法。
（項目３）
前記生物学的サンプルが、指先穿刺、ランセット、拭い取り、または呼吸気捕捉により取
得され得る、項目１または２に記載の方法。
（項目４）
前記生物学的サンプルが、以下のものから成る群から選ばれる少なくとも１つの物質を含
む、項目１～３のいずれか１つに記載の方法：血液、血清、唾液、尿、胃液、涙、便、精
液、膣液、腫瘍性組織から誘導された間質液、眼液、汗、粘液、耳垢、脂、腺分泌物、毛
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髪、指の爪、皮膚、脊髄液、血漿、鼻の拭い取りまたは鼻咽頭洗液、脊髄液、脳脊髄液、
組織、咽喉拭い取り、呼吸気、生検、胎盤液、羊水、臍帯血、リンパ液、体腔液、痰、膿
、微生物叢、胎便、母乳、およびそれらの任意の組み合わせ。
（項目５）
前記生物学的サンプルが、サンプル処理機器のサンプル収集ユニットを介して取得される
、項目１～４のいずれか１つに記載の方法。
（項目６）
前記少なくとも１つの核酸分子の核酸増幅を、前記サンプル処理機器上で遂行することを
更に含む、項目５に記載の方法。
（項目７）
前記サンプル処理機器が、前記遺伝子シグネチャーを生成する、項目５または６に記載の
方法。
（項目８）
前記遺伝子シグネチャーが、前記機器とは異なる場所にある、外部機器により生成される
、項目５または６に記載の方法。
（項目９）
前記生物学的サンプルが、ポイント・オブ・サービスの場所で取得される、項目１～８の
いずれか１つに記載の方法。
（項目１０）
前記遺伝子シグネチャーが、前記生物学的サンプルの配列が決定された部分のハッシュを
含む、項目１～９のいずれか１つに記載の方法。
（項目１１）
前記被験者の記録が、前記被験者の名前、誕生日、住所、電話番号、電子メールアドレス
、検体レベル、財務的記録、または支払者記録の１つ以上を含む、項目１～１０のいずれ
か１つに記載の方法。
（項目１２）
前記１つ以上のデータベースが、クラウドコンピューティングに基づくインフラストラク
チャーを有する、項目１～１１のいずれか１つに記載の方法。
（項目１３）
前記１つ以上のデータベースが、少なくとも１つの医学的記録について、前記遺伝子シグ
ネチャーを一意的識別子として用いる、項目１～１２のいずれか１つに記載の方法。
（項目１４）
前記少なくとも１つの医学的記録が、前記被験者のプロテオーム情報である、項目１３に
記載の方法。
（項目１５）
前記１つ以上のデータベースが、少なくとも１つの財務的施設の記録について、前記遺伝
子シグネチャーを一意的識別子として用いる、項目１～１２のいずれか１つに記載の方法
。
（項目１６）
個人の識別を検証する方法であって、前記方法は：
プロセッサの支援により、前記個人の遺伝子シグネチャーを、記憶装置に保存されるあら
かじめ採集された前記個人の遺伝子シグネチャーと比較することを含み、
前記遺伝子シグネチャーは、ポイント・オブ・サービスの場所で提供された前記個人の生
物学的サンプルを分析することにより得られ、
前記ポイント・オブ・サービスの場所は、前記個人からの生物学的サンプルを受け取るた
め、および前記遺伝子シグネチャーを産生するためにサンプルを処理するために構成され
たサンプル処理機器を含み、
前記遺伝子シグネチャーおよび前記あらかじめ採集された遺伝子シグネチャーの一致が前
記個人の識別を立証する方法。
（項目１７）
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前記プロセッサおよび前記記憶装置は同じ機器の部分である、項目１６に記載の方法。
（項目１８）
前記プロセッサおよび前記記憶装置が同じ機器の部分ではない、項目１６に記載の方法。
（項目１９）
前記記憶装置が、クラウドコンピューティングに基づくインフラストラクチャーを有する
、項目１６～１８のいずれか１つに記載の方法。
（項目２０）
前記あらかじめ採集された遺伝子シグネチャーが、前記個人の少なくとも１つの医学的記
録と関連付けられる、項目１６～１９のいずれか１つに記載の方法。

（項目２１）
前記あらかじめ採集された遺伝子シグネチャーが、前記個人の少なくとも１つの財務的記
録と関連付けられる、項目１６～１９のいずれか１つに記載の方法。
（項目２２）
前記個人の識別が以下の１つ以上を受け取るか、または提供するために検証される、項目
１６～２１のいずれか１つに記載の方法：ヘルスケア、銀行取引、大使館、電子商取引、
私的なまたは公的な輸送サービス、建造物の警備、場所へのアクセス、または機器へのア
クセス。
（項目２３）
前記機器が、生物学的サンプルとの１つ以上の化学反応を行うために構成される、項目１
６～２２のいずれか１つに記載の方法。
（項目２４）
前記機器が、前記１つ以上の化学反応のために、前記サンプルを調製するために構成され
る、項目１６～２３のいずれか１つに記載の方法。
（項目２５）
前記機器が、１０％以下の変動係数で、前記１つ以上の化学反応を行うために、前記サン
プルを調製するために構成される、項目１６～２４のいずれか１つに記載の方法。
（項目２６）
個人の識別を検証する方法であって、前記方法は：
プロセッサの支援により、前記個人の遺伝子シグネチャーを、記憶装置に保存されるあら
かじめ採集された前記個人の遺伝子シグネチャーと比較することを含み、
前記遺伝子シグネチャーは、前記個人の生物学的サンプルを分析することにより得られ、
前記個人からの生物学的サンプルの採集から、前記遺伝子シグネチャーの前記あらかじめ
採集された遺伝子シグネチャーとの比較の完了までの時間が、２４時間未満であり、
および
前記遺伝子シグネチャーおよび前記あらかじめ採集された遺伝子シグネチャーの一致が前
記個人の識別を立証する方法。
（項目２７）
前記プロセッサおよび前記記憶装置は同じ機器の部分である、項目２６に記載の方法。
（項目２８）
前記プロセッサおよび前記記憶装置は同じ機器の部分ではない、項目２６に記載の方法。
（項目２９）
前記記憶装置が、クラウドコンピューティングに基づくインフラストラクチャーを有する
、項目２６～２８のいずれか１つに記載の方法。
（項目３０）
前記あらかじめ採集された遺伝子シグネチャーが、前記個人の少なくとも１つの医学的記
録と関連付けられる、項目２６～２９のいずれか１つに記載の方法。
（項目３１）
前記あらかじめ採集された遺伝子シグネチャーが、前記個人の少なくとも１つの財務的記
録と関連付けられる、項目２６～２９のいずれか１つに記載の方法。
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（項目３２）
前記個人の識別が以下の１つ以上を受け取るか、または提供するために検証される、項目
２６～３１のいずれか１つに記載の方法：ヘルスケア、銀行取引、大使館、電子商取引、
私的なまたは公的な輸送サービス、建造物の警備、場所へのアクセス、または機器へのア
クセス。
（項目３３）
前記機器が生物学的サンプルとの１つ以上の化学反応を行うために構成される、項目２６
～３２のいずれか１つに記載の方法。
（項目３４）
前記機器が、前記１つ以上の化学反応のために、前記サンプルを調製するために構成され
る、項目２６～３３のいずれか１つに記載の方法。
（項目３５）
前記機器が、前記サンプルを調製するためか、または前記化学反応を１０％以下の変動係
数で行うために構成される、項目２６～３４のいずれか１つに記載の方法。
（項目３６）
個人の遺伝子シグネチャーを医学的記録と関連付ける方法であって、前記方法は：
プロセッサの支援により、前記個人の遺伝子シグネチャーを、記憶装置に保存されるあら
かじめ採集された前記個人の遺伝子シグネチャーと比較することを含み、
前記遺伝子シグネチャーは、ポイント・オブ・サービスの場所で提供された前記個人の生
物学的サンプルを分析することにより得られ、
前記遺伝子シグネチャーおよび前記あらかじめ採集された遺伝子シグネチャーの一致によ
り前記個人の識別が立証され、
前記あらかじめ採集された遺伝子シグネチャーは、それに関連付けられた１つ以上の医学
的記録を有し、及び、
前記個人の識別が、前記遺伝子シグネチャーと前記１つ以上の医学的記録を関連付けるこ
とを許容する方法。
（項目３７）
前記１つ以上の医学的記録が、臨床検査試験結果である、項目３６に記載の方法。
（項目３８）
個人に安全な場所または機器へのアクセスを提供する方法であって、前記方法は：
プロセッサの支援により、前記個人の遺伝子シグネチャーを、記憶装置に保存されるあら
かじめ採集された前記個人の遺伝子シグネチャーと比較することを含み、
前記遺伝子シグネチャーは、ポイント・オブ・サービスの場所で提供された前記個人の生
物学的サンプルを分析することにより得られ、
前記遺伝子シグネチャーおよび前記あらかじめ採集された遺伝子シグネチャーの一致によ
り前記個人の識別が立証され、および前記個人の立証された識別が、前記安全な場所また
は機器へのアクセスが許容された、１つ以上の識別の群に該当する場合に、前記個人に安
全な場所または機器へのアクセスが提供される方法。
（項目３９）
個人の識別を検証する方法であって、前記方法は：
プロセッサの支援により、前記個人の遺伝子シグネチャーを、記憶装置に保存されるあら
かじめ採集された前記個人の遺伝子シグネチャーと比較すること、および
前記個人の動的生物学的シグネチャーを、記憶装置に保存されるあらかじめ採集された前
記個人の動的生物学的シグネチャーと比較することを含み、
前記遺伝子シグネチャーおよび前記動的生物学的シグネチャーは、１つ以上のポイント・
オブ・サービスの場所で提供された前記個人の生物学的サンプルを分析することにより得
られ、および
前記遺伝子シグネチャーおよび前記あらかじめ採集された遺伝子シグネチャーの間の一致
、および前記動的生物学的シグネチャーおよび前記あらかじめ採集された動的生物学的シ
グネチャーの間の変化の程度が、予測された軌跡内に該当する場合に、前記個人の識別が
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立証される方法。
（項目４０）
前記動的生物学的シグネチャーが、プロテオーム・シグネチャーである、項目３９に記載
の方法。
（項目４１）
前記予測された軌跡が、前記動的生物学的シグネチャーの傾向の知識に基づいて決定され
る、項目３９または４０に記載の方法。
（項目４２）
前記予測された軌跡が１つ以上の予測モデルに基づいて決定される、項目３９～４１のい
ずれか１つに記載の方法
（項目４３）
前記予測モデルが前記個人からあらかじめ採集された動的生物学的シグネチャーデータを
組み込む、項目４２に記載の方法。
（項目４４）
複数の記録を集約する方法であって、前記方法は：
１人以上の被験者に関する１つ以上の記録を保存する第一の記憶装置を含む第一の記録シ
ステムを提供することを含み、個々の記録は、前記個々の被験者の少なくとも１つのタイ
プの個人情報に関連付けられる個々の被験者の遺伝子シグネチャーを含み；
１人以上の被験者に関する１つ以上の記録を含む第二の記憶装置を含む第二の記録システ
ムを提供することを含み、個々の記録は、前記個々の被験者の少なくとも１つのタイプの
個人情報に関連付けられる個々の被験者の遺伝子シグネチャーを含み；および
プロセッサを用いて、第一の記録システムの遺伝子シグネチャーおよび第二の記録システ
ムの遺伝子シグネチャーを比較することを含み、前記第一の記録システムの遺伝子シグネ
チャーおよび前記第二の記録システムの遺伝子シグネチャーが同一であれば、前記第一お
よび第二の記録システムを関連付け、それにより前記複数の記録を集約する方法。
（項目４５）
前記個人情報が、前記個人の名前、誕生日、住所、電話番号、電子メールアドレス、医学
的記録、財務的記録、または支払者記録の１つ以上を含む、項目４４に記載の方法。
（項目４６）
前記遺伝子シグネチャーが、前記個人から収集された前記生物学的サンプルの、配列が決
定された部分のハッシュを含む、項目４４または４５に記載の方法。
（項目４７）
個々の被験者の記録のための一意的識別子を有するデータレポジトリを作成する方法であ
って、前記方法は：
プロセッサを用いて、被験者の遺伝子シグネチャーを被験者の少なくとも１つの記録と関
連付けることを含み、前記遺伝子シグネチャーは前記被験者の一意的識別子であり、およ
び前記遺伝子シグネチャーは（ｉ）少なくとも１つの被験者の核酸分子を含む生物学的サ
ンプルを取得すること、および（ｉｉ）前記少なくとも１つの核酸分子から遺伝子シグネ
チャー生成することにより得られ、前記遺伝子シグネチャーは、前記被験者の識別を示し
；
前記遺伝子シグネチャーおよび前記記録を１つ以上のデータベースに保存することを含み
；および
前記遺伝子シグネチャーを、前記１つ以上のデータレポジトリ中の記録へのアクセスを提
供する索引として使用することを含む方法。
（項目４８）
前記記録が医学的記録であり、および前記データレポジトリが、ヘルスケアシステムにお
いて利用される、項目４７に記載の方法。
（項目４９）
前記記録が財務的記録であり、および前記データレポジトリが、銀行取引において利用さ
れる、項目４７に記載の方法。
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（項目５０）
個々の被験者の記録のためのデータレポジトリを作成するシステムであって、前記システ
ムは：
被験者の少なくとも１つの核酸分子を含むことが疑われる生物学的サンプルを得るために
構成されたサンプル収集ユニット；
少なくとも１つの核酸分子から遺伝子シグネチャーを生成するために構成された、シグネ
チャー生成器を含み、前記遺伝子シグネチャーは前記被験者の識別を示し；
前記遺伝子シグネチャーを被験者の少なくとも１つの記録と関連付けるために構成された
プロセッサ；および
前記遺伝子シグネチャーおよび前記記録を保存するために構成された、１つ以上のデータ
ベースを含むシステム。
（項目５１）
前記記録が、医学的または財務的施設の記録である、項目５０に記載のシステム。
（項目５２）
前記生物学的サンプルが、指先穿刺、ランセット、拭い取り、または呼吸気捕捉により得
られる、項目５０または５１に記載のシステム。
（項目５３）
前記生物学的サンプルが、以下のものから成る群から選ばれる少なくとも１つの物質を含
む、項目５０～５２のいずれか１つに記載のシステム：血液、血清、唾液、尿、胃液、涙
、便、精液、膣液、腫瘍性組織から誘導された間質液、眼液、汗、粘液、耳垢、脂、腺分
泌物ｓ、毛髪、指の爪、皮膚、脊髄液、血漿、鼻の拭い取りまたは鼻咽頭洗液、脊髄液、
脳脊髄液、組織、咽喉拭い取り、呼吸気、生検、胎盤液、羊水、臍帯血、リンパ液、体腔
液、痰、膿、微生物叢、胎便、母乳、およびそれらの任意の組み合わせ。
（項目５４）
前記システムが、前記機器上で前記生物学的サンプルの核酸増幅を行うために構成された
機器を更に含み、および前記サンプル収集ユニットが、前記機器と一体である、項目５０
～５３のいずれか１つに記載のシステム。
（項目５５）
前記システムが、前記機器上で前記生物学的サンプルの核酸増幅を行うために構成された
機器を更に含み、および前記サンプル収集ユニットが、前記機器と一体ではない、項目５
０～５４のいずれか１つに記載のシステム。
（項目５６）
前記サンプル収集ユニットおよび前記信号生成器が同じ機器の部分である、項目５０～５
５のいずれか１つに記載のシステム。
（項目５７）
前記サンプル収集ユニットおよび前記信号生成器が同じ機器の部分ではない、項目５０～
５６のいずれか１つに記載のシステム。
（項目５８）
前記遺伝子シグネチャーが、前記生物学的サンプルの配列が決定された部分のハッシュを
含む、項目５０～５７のいずれか１つに記載のシステム。
（項目５９）
前記被験者の記録が、前記被験者の名前、誕生日、住所、電話番号、電子メールアドレス
、検体レベル、財務的記録、または支払者記録の１つ以上を含む、項目５０～５８のいず
れか１つに記載のシステム。
（項目６０）
前記１つ以上のデータベースが、クラウドコンピューティングに基づく
前記１つ以上のデータベースが、前記遺伝子シグネチャーを前記記録に対する一意的識別
子として用いる、項目５８～６０のいずれか１つに記載のシステム。
（項目６２）
前記少なくとも１つの記録が、前記被験者のプロテオーム情報である、項目５８～６１の
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いずれか１つに記載のシステム。
（項目６３）
個人の識別を検証するためのシステムであって、前記システムは：
前記個人からの生物学的サンプルを受け取るために構成されたサンプル処理機器；
前記個人のあらかじめ採集された遺伝子シグネチャーを保存するために構成された記憶装
置；
前記個人の遺伝子シグネチャーをあらかじめ採集された遺伝子シグネチャーと比較するた
めに構成されたプロセッサ；
被験者の少なくとも１つの核酸分子を含むことが疑われる生物学的サンプルを得るために
構成されたサンプル収集ユニット；および
前記少なくとも１つの核酸分子から遺伝子シグネチャーを生成するために構成されたシグ
ネチャー生成器を含み、前記遺伝子シグネチャーが前記被験者の識別を示し； 
前記遺伝子シグネチャーは、ポイント・オブ・サービスの場所で提供された前記個人の生
物学的サンプルを分析することにより得られ、
前記ポイント・オブ・サービスの場所は、前記個人からの生物学的サンプルを受け取るた
めに、および前記遺伝子シグネチャーを発生させるために、前記サンプルを処理するため
に構成されたサンプル処理機器を含み、および
前記遺伝子シグネチャーおよび前記あらかじめ採集された遺伝子シグネチャーの一致が前
記個人の識別を立証するシステム。
（項目６４）
前記プロセッサおよび前記記憶装置は同じ機器の部分である、項目６３に記載のシステム
。
（項目６５）
前記プロセッサおよび前記記憶装置は同じ機器の部分ではない、項目６４に記載のシステ
ム。
（項目６６）
前記記憶装置が、クラウドコンピューティングに基づくインフラストラクチャーを有する
、項目６３～６５のいずれか１つに記載の方法。
（項目６７）
前記あらかじめ採集された遺伝子シグネチャーが、前記個人の少なくとも１つの医学的記
録と関連付けられる、項目６３～６６のいずれか１つに記載の方法。
（項目６８）
前記あらかじめ採集された遺伝子シグネチャーが、前記個人の少なくとも１つの財務的記
録と関連付けられる、項目６３～６７のいずれか１つに記載の方法。
（項目６９）
前記個人の識別が以下の１つ以上を受け取るか、または提供するために検証される、項目
６３～６８のいずれか１つに記載のシステム：ヘルスケア、銀行取引、大使館、電子商取
引、私的なまたは公的な輸送サービス、建造物の警備、場所へのアクセス、または機器へ
のアクセス。
（項目７０）
前記システムが、生物学的サンプルとの１つ以上の化学反応を行うために構成される、項
目６３～６９のいずれか１つに記載の方法。
（項目７１）
前記システムが、前記１つ以上の化学反応のために、前記サンプルを調製するために構成
される、項目６３～７０のいずれか１つに記載の方法。
（項目７２）
前記システムが、前記サンプルを調製するためか、または前記化学反応を１０％以下の変
動係数で行うために構成される、項目６３～７１のいずれか１つに記載の方法。
（項目７３）
個人の識別を検証するためのシステムであって、前記システムは：
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前記個人のあらかじめ採集された遺伝子シグネチャーを保存するために構成された記憶装
置；および
前記個人の遺伝子シグネチャーをあらかじめ採集された遺伝子シグネチャーと比較するた
めに構成されたプロセッサを含み；
前記遺伝子シグネチャーは、前記個人の生物学的サンプルを分析することにより得られ、
前記個人からの生物学的サンプルの採集から、前記遺伝子シグネチャーの前記あらかじめ
採集された遺伝子シグネチャーとの比較の完了までの時間が、２４時間未満であり、
および
前記遺伝子シグネチャーおよび前記あらかじめ採集された遺伝子シグネチャーの一致が前
記個人の識別を立証するシステム。 
（項目７４）
前記プロセッサおよび前記記憶装置は同じ機器の部分である、項目７３に記載のシステム
。
（項目７５）
前記プロセッサおよび前記記憶装置は同じ機器の部分ではない、項目７３に記載のシステ
ム。
（項目７６）
前記記憶装置が、クラウドコンピューティングに基づくインフラストラクチャーを有する
、項目７３～７５のいずれか１つに記載の方法。
（項目７７）
前記あらかじめ採集された遺伝子シグネチャーが、前記個人の少なくとも１つの医学的記
録と関連付けられる、項目７３～７６のいずれか１つに記載の方法。
（項目７８）
前記あらかじめ採集された遺伝子シグネチャーが、前記個人の少なくとも１つの財務的記
録と関連付けられる、項目７３～７６のいずれか１つに記載の方法。
（項目７９）
前記個人の識別が以下の１つ以上を受け取るか、または提供するために検証される、項目
７３～７８のいずれか１つに記載のシステム：ヘルスケア、銀行取引、大使館、電子商取
引、私的なまたは公的な輸送サービス、建造物の警備、場所へのアクセス、または機器へ
のアクセス。
（項目８０）
個人の遺伝子シグネチャーを医学的記録と関連付けるシステムであって、前記システムは
：
前記個人のあらかじめ採集された遺伝子シグネチャーを保存するために構成された記憶装
置；および

前記個人の遺伝子シグネチャーを、記憶装置に保存されるあらかじめ採集された前記個人
の遺伝子シグネチャーと比較するために構成されたプロセッサを含み、
前記遺伝子シグネチャーは、前記個人の生物学的サンプルを分析することにより得られ、
前記遺伝子シグネチャーおよび前記あらかじめ採集された遺伝子シグネチャーの一致によ
り前記個人の識別が立証され、
前記あらかじめ採集された遺伝子シグネチャーは、それに関連付けられた１つ以上の医学
的記録を有し、および
前記個人の識別が、前記遺伝子シグネチャーと前記１つ以上の医学的記録を関連付けるこ
とを許容するシステム。
（項目８１）
前記１つ以上の医学的記録が、臨床検査試験結果である、項目８０に記載の方法。
（項目８２）
個人に安全な場所または機器へのアクセスを提供するシステムであって、前記システムは
：
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前記個人のあらかじめ採集された遺伝子シグネチャーを保存するために構成された記憶装
置；および
前記個人の遺伝子シグネチャーを、記憶装置に保存されるあらかじめ採集された前記個人
の遺伝子シグネチャーと比較するために構成されたプロセッサを含み、
前記遺伝子シグネチャーは、前記個人の生物学的サンプルを分析することにより得られ、
前記遺伝子シグネチャーおよび前記あらかじめ採集された遺伝子シグネチャーの一致が前
記個人の識別を立証し、
、および
前記個人の立証された識別が、前記安全な場所または機器へのアクセスが許容された、１
つ以上の識別の群に該当する場合に、前記個人に安全な場所または機器へのアクセスが提
供されるシステム。
（項目８３）
システムが更に：
被験者の少なくとも１つの核酸分子を含むことが疑われる生物学的サンプルを得るために
構成されたサンプル収集ユニット；および
少なくとも１つの核酸分子から遺伝子シグネチャーを生成するために構成されたシグネチ
ャー生成器を更に含み、前記遺伝子シグネチャーが、前記被験者の識別を示す、項目８２
に記載のシステム。
（項目８４）
個人の識別を検証するためのシステムであって、前記システムは：
前記個人のあらかじめ採集された遺伝子シグネチャーおよびあらかじめ採集されたプロテ
オーム・シグネチャーを保存するために構成された１つ以上の記憶装置；および
前記個人の遺伝子シグネチャーをあらかじめ採集された遺伝子シグネチャーと比較し、お
よび前記個人のプロテオーム・シグネチャーをあらかじめ採集された前記個人のプロテオ
ーム・シグネチャーと比較するために構成されたプロセッサを含み；
前記遺伝子シグネチャーおよび前記プロテオーム・シグネチャーは、ポイント・オブ・サ
ービスの場所で提供された前記個人の１つ以上の生物学的サンプルを分析することにより
得られ、および
前記遺伝子シグネチャーおよび前記あらかじめ採集された遺伝子シグネチャー、および前
記プロテオーム・シグネチャーおよび前記あらかじめ採集されたプロテオーム・シグネチ
ャーの変化の程度が、許容範囲に該当する場合に、前記個人の識別が立証されるシステム
。
（項目８５）
記録を集約する方法であって、前記方法は：
１人以上の被験者に関する１つ以上の個人の記録を保存する第一の記憶装置を含む第一の
記録システムを含み、個々の記録は、前記個々の被験者の少なくとも１つのタイプの個人
情報に関連付けられる個々の被験者の遺伝子シグネチャーを含み；
１人以上の被験者に関する１つ以上の記録を含む第二の記憶装置を含む第二の記録システ
ムを含み、個々の記録は、前記個々の被験者の少なくとも１つのタイプの個人情報に関連
付けられる個々の被験者の遺伝子シグネチャーを含み；および
前記第一の記録システムの遺伝子シグネチャーおよび前記第二の記録システムの遺伝子シ
グネチャーを比較するために構成されたプロセッサを含み、
前記第一の記録システムの遺伝子シグネチャーおよび前記第二の記録システムの遺伝子シ
グネチャーが同一であれば、前記プロセッサが、前記第一および第二の記録システムの記
録を関連付け、それにより前記複数の記録を集約する方法。
（項目８６）
前記個人情報が、個人の名前、誕生日、住所、電話番号、電子メールアドレス、医学的記
録、財務的記録、または支払者記録の１つ以上を含む、項目８５に記載の記録集約システ
ム。
（項目８７）
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前記遺伝子シグネチャーが、前記個人から採集された、生物学的サンプルの配列が決定さ
れた部分のハッシュを含む、項目８５または８６のいずれか１つに記載の記録集約システ
ム。
（項目８８）
個々の被験者の記録に対する一意的識別子を有するデータレポジトリを生成するシステム
であって、前記システムは：
少なくとも１つの核酸分子から遺伝子シグネチャーを生成するために構成されたシグネチ
ャー生成器を含み、前記遺伝子シグネチャーは、前記被験者の識別を示し；
前記遺伝子シグネチャーを被験者の少なくとも１つの記録と関連付けるために構成され
たプロセッサを含み；
前記遺伝子シグネチャーは前記被験者の一意的識別子であり；および
前記遺伝子シグネチャーおよび前記記録を保存するために構成された、１つ以上のデータ
ベースを含み、前記遺伝子シグネチャーが、前記１つ以上のデータベースにおいて、前記
記録の索引であるシステム。
（項目８９）
被験者の、少なくとも１つの核酸分子を含むことが疑われる、生物学的サンプルを得るた
めに構成されたサンプル収集ユニットを更に含む、項目８８に記載のシステム。
（項目９０）
前記記録が、医学的記録であり、および前記データレポジトリが、ヘルスケアシステムに
おいて用いられる、項目８８または８９に記載のシステム。
（項目９１）
前記記録が財務的記録であり、および前記データレポジトリが、銀行取引において利用さ
れる、項目８８または８９に記載のシステム。
（項目９２）
個々の被験者の医学的記録のためのデータレポジトリを生成するための方法を実行するた
めの、機械により実行可能なコードを含む、有形のコンピュータ可読媒体であって、前記
方法は：
プロセッサを用いて、被験者の遺伝子シグネチャーを被験者の少なくとも１つの記録と関
連付けすることを含み、前記遺伝子シグネチャーは（ｉ）少なくとも１つの被験者の核酸
分子を含む生物学的サンプルを取得すること、および（ｉｉ）前記少なくとも１つの核酸
分子から、遺伝子シグネチャーを生成させることにより取得され、前記遺伝子シグネチャ
ーは前記被験者の識別を示し；および
個々の被験者の記録のためのデータレポジトリを作成するために、前記遺伝子シグネチャ
ーおよび前記記録を１つ以上のデータベースに保存することを含む方法。
（項目９３）
前記記録が医学的または財務的施設の記録である、項目９２に記載の有形のコンピュータ
可読媒体。
（項目９４）
前記遺伝子シグネチャーが、前記生物学的サンプルの配列が決定された部分のハッシュを
含む、項目９２または９３に記載の有形のコンピュータ可読媒体。
（項目９５）
前記被験者の記録が、前記被験者の名前、誕生日、住所、電話番号、電子メールアドレス
、検体レベル、財務的記録、または支払者記録の１つ以上を含む、項目９２～９４のいず
れか１つに記載の、有形のコンピュータ可読媒体。
（項目９６）
前記１つ以上のデータベースが、クラウドコンピューティングに基づくインフラストラク
チャーを有する、項目９２～９５のいずれか１つに記載の、有形のコンピュータ可読媒体
。
（項目９７）
前記１つ以上のデータベースが、前記遺伝子シグネチャーを前記少なくとも１つの医学的
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記録に対して一意的識別子として用いる、項目９２～９６のいずれか１つに記載の、有形
のコンピュータ可読媒体。
（項目９８）
前記少なくとも１つの医学的記録が前記被験者のプロテオーム情報である、項目９７に記
載の、有形のコンピュータ可読媒体。
（項目９９）
前記１つ以上のデータベースが、前記遺伝子シグネチャーを前記少なくとも１つの財務的
施設の記録に対して一意的識別子として用いる、項目９２～９６のいずれか１つに記載の
、有形のコンピュータ可読媒体。
（項目１００）
個人の識別を検証するするための方法を実行するための、機械により実行可能なコードを
含む、有形のコンピュータ可読媒体であって、前記方法は：
プロセッサの支援により、前記個人の遺伝子シグネチャーを、記憶装置に保存される前記
個人のあらかじめ採集された遺伝子シグネチャーと比較することを含み、
前記遺伝子シグネチャーは、ポイント・オブ・サービスの場所で提供された前記個人の生
物学的サンプルを分析することにより得られ、
前記ポイント・オブ・サービスの場所は、前記個人からの生物学的サンプルを受け取るた
めに、および前記遺伝子シグネチャーを発生させるために、前記サンプルを処理するため
に構成されたサンプル処理機器を含み、および
前記遺伝子シグネチャーおよび前記あらかじめ採集された遺伝子シグネチャーの一致が前
記個人の識別を立証する方法。
（項目１０１）
前記プロセッサおよび前記記憶装置は同じ機器の部分である、項目１００に記載の有形の
コンピュータ可読媒体。
（項目１０２）
前記プロセッサおよび前記記憶装置は同じ機器の部分ではない、項目１００に記載の有形
のコンピュータ可読媒体。
（項目１０３）
前記記憶装置が、クラウドコンピューティングに基づくインフラストラクチャーを有する
、項目１００～１０２のいずれか１つに記載の、有形のコンピュータ可読媒体。
（項目１０４）
前記あらかじめ採集された遺伝子シグネチャーが、前記個人の少なくとも１つの医学的記
録に関連付けられる、項目１００～１０３のいずれか１つに記載の、有形のコンピュータ
可読媒体。
（項目１０５）
前記あらかじめ採集された遺伝子シグネチャーが、前記個人の少なくとも１つの財務的記
録に関連付けられる、項目１００～１０３のいずれか１つに記載の、有形のコンピュータ
可読媒体。
（項目１０６）
前記個人の識別が以下の１つ以上を受け取るか、または提供するために検証される、項目
１００～１０５のいずれか１つに記載の有形のコンピュータ可読媒体：ヘルスケア、銀行
取引、大使館、電子商取引、私的なまたは公的な輸送サービス、建造物の警備、場所への
アクセス、または機器へのアクセス。
（項目１０７）
個人の識別を検証するするための方法を実行するための、機械により実行可能なコードを
含む、有形のコンピュータ可読媒体であって、前記方法は：
プロセッサの支援により、前記個人の遺伝子シグネチャーを、記憶装置に保存される前記
個人のあらかじめ採集された遺伝子シグネチャーと比較することを含み、
前記遺伝子シグネチャーは、前記個人の生物学的サンプルを分析することにより得られ、
前記個人からの生物学的サンプルの採集から、前記遺伝子シグネチャーの前記あらかじめ
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採集された遺伝子シグネチャーとの比較の完了までの時間が２４時間未満であり、および
前記遺伝子シグネチャーおよび前記あらかじめ採集された遺伝子シグネチャーの一致が前
記個人の識別を立証する方法。
（項目１０８）
前記プロセッサおよび前記記憶装置は同じ機器の部分である、項目１０７に記載の有形の
コンピュータ可読媒体。
（項目１０９）
前記プロセッサおよび前記記憶装置は同じ機器の部分ではない、項目１０７に記載の有形
のコンピュータ可読媒体。
（項目１１０）
前記記憶装置が、クラウドコンピューティングに基づくインフラストラクチャーを有する
、項目１０７～１０９のいずれか１つに記載の有形のコンピュータ可読媒体。
（項目１１１）
前記あらかじめ採集された遺伝子シグネチャーが、前記個人の少なくとも１つの医学的記
録と関連付けられる、項目１０７～１１０のいずれか１つに記載の有形のコンピュータ可
読媒体。
（項目１１２）
前記あらかじめ採集された遺伝子シグネチャーが、前記個人の少なくとも１つの財務的記
録と関連付けられる、項目１０７～１１０のいずれか１つに記載の有形のコンピュータ可
読媒体。
（項目１１３）
前記個人の識別が以下の１つ以上を受け取るか、または提供するために検証される、項目
１０７～１１１のいずれか１つに記載の有形のコンピュータ可読媒体：ヘルスケア、銀行
取引、大使館、電子商取引、私的なまたは公的な輸送サービス、建造物の警備、場所への
アクセス、または機器へのアクセス。
（項目１１４）
個人の識別を検証するするための方法を実行するための、機械により実行可能なコードを
含む、有形のコンピュータ可読媒体であって、前記方法は：
プロセッサの支援により、前記個人の遺伝子シグネチャーを、記憶装置に保存される前記
個人のあらかじめ採集された遺伝子シグネチャーと比較することを含み、
前記遺伝子シグネチャーは、ポイント・オブ・サービスの場所で提供された前記個人の生
物学的サンプルを分析することにより得られ、
前記遺伝子シグネチャーおよび前記あらかじめ採集された遺伝子シグネチャーの一致が前
記個人の識別を立証し、
前記あらかじめ採集された遺伝子シグネチャーは、それに関連付けられた１つ以上の医学
的記録を有し、および
前記個人の識別の立証が、前記遺伝子シグネチャーと前記１つ以上の医学的記録の関連付
けを許容する方法。
（項目１１５）
前記１つ以上の医学的記録が、臨床検査試験結果である、項目１１４に記載の、有形のコ
ンピュータ可読媒体
（項目１１６）
個人の識別を検証するするための方法を実行するための、機械により実行可能なコードを
含む、有形のコンピュータ可読媒体であって、前記方法は：
プロセッサの支援により、
前記個人の遺伝子シグネチャーを、記憶装置に保存される前記個人のあらかじめ採集され
た遺伝子シグネチャーと比較すること、および
前記個人のプロテオーム・シグネチャーを、記憶装置に保存される前記個人のあらかじめ
採集されたプロテオーム・シグネチャーと比較することを含み、
前記遺伝子シグネチャーおよび前記プロテオーム・シグネチャーは、１つ以上のポイント
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・オブ・サービスの場所で提供された前記個人の生物学的サンプルを分析することにより
得られ、
前記遺伝子シグネチャーおよび前記あらかじめ採集された遺伝子シグネチャーの間の一致
、および
前記プロテオーム・シグネチャーおよび前記あらかじめ採集されたプロテオーム・シグネ
チャーの間の変化の程度が、許容範囲に該当する場合に、前記個人の識別が立証される方
法。
（項目１１７）
複数の記録を集約するための方法を実行する、機械により実行可能なコードを含む、有形
のコンピュータ可読媒体であって、前記方法は：
１人以上の被験者に関する１つ以上の個人の記録を保存する第一の記憶装置を含む第一の
記録システムを提供すること含み、個々の記録は、前記個々の被験者の少なくとも１つの
タイプの個人情報に関連付けられる個々の被験者の遺伝子シグネチャーを含み；
１人以上の被験者に関する１つ以上の記録を含む第二の記憶装置を含む第二の記録システ
ムを提供すること含み、個々の記録は、前記個々の被験者の少なくとも１つのタイプの個
人情報に関連付けられる個々の被験者の遺伝子シグネチャーを含み；および
プロセッサを用いて、前記第一の記録システムの遺伝子シグネチャーおよび前記第二の記
録システムの遺伝子シグネチャーを比較することを含み、
前記第一の記録システムの遺伝子シグネチャーおよび前記第二の記録システムの遺伝子シ
グネチャーが同一であれば、前記プロセッサが、前記第一および第二の記録システムの記
録を関連付け、それにより前記複数の記録を集約する方法。
（項目１１８）
前記個人情報が、前記個人の名前、誕生日、住所、電話番号、電子メールアドレス、医学
的記録、財務的記録または支払者記録の１つ以上のを含む、項目１１７に記載の有形のコ
ンピュータ可読媒体
（項目１１９）
前記遺伝子シグネチャーが、前記生物学的サンプルの配列が決定された部分のハッシュを
含む、項目１１７または１１８に記載の有形のコンピュータ可読媒体。
（項目１２０）
個々の被験者の記録を有する一意的識別子を有するデータレポジトリを作成する方法を実
行するための機械により実行可能なコードを含む有形のコンピュータ可読媒体であって、
前記方法は：
プロセッサを用いて、被験者の遺伝子シグネチャーを被験者の少なくとも１つの記録と関
連付けることを含み、前記遺伝子シグネチャーは前記被験者の一意的識別子であり、およ
び前記遺伝子シグネチャーは（ｉ）少なくとも１つの被験者の核酸分子を含む生物学的サ
ンプルを取得すること、および（ｉｉ）前記少なくとも１つの核酸分子から遺伝子シグネ
チャー生成することにより得られ、前記遺伝子シグネチャーは、前記被験者の識別を示し
；
前記遺伝子シグネチャーおよび前記記録を１つ以上のデータベースに保存することを含み
；および
前記遺伝子シグネチャーを、前記１つ以上のデータレポジトリ中の記録へのアクセスを提
供する索引として使用することを含む方法。
（項目１２１）
前記記録が、医学的記録であり、および前記データレポジトリが、ヘルスケアシステムで
利用される、項目１２０に記載の有形のコンピュータ可読媒体。
（項目１２２）
前記記録が、財務的記録であり、および前記データレポジトリが、銀行取引システムで利
用される、項目１２０に記載の有形のコンピュータ可読媒体。
（項目１２３）
前記サンプル処理機器が、更にサンプル処理ユニット、検出ユニット、または送信ユニッ
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トの少なくとも１つを含む、項目５～１５のいずれか１つに記載の方法。
（項目１２４）
前記サンプル処理機器が、更にサンプル処理ユニット、検出ユニット、または送信ユニッ
トの少なくとも２つを含む、項目５～１５のいずれか１つに記載の方法。
（項目１２５）
前記サンプル処理機器が、更にサンプル処理ユニット、検出ユニット、および送信ユニッ
トを含む、項目５～１５のいずれか１つに記載の方法。
（項目１２６）
前記サンプル処理機器が、サンプル収集ユニット、サンプルの処理ユニット、検出ユニッ
ト、または送信ユニットの少なくとも１つを含む、項目１６～２５のいずれか１つに記載
の方法。
（項目１２７）
前記サンプル処理機器が、サンプル収集ユニット、サンプルの処理ユニット、検出ユニッ
ト、または送信ユニットの少なくとも２つを含む、項目１６～２５のいずれか１つに記載
の方法。
（項目１２８）
前記サンプル処理機器が、サンプル収集ユニット、サンプル処理ユニット、検出ユニット
、または送信ユニットの少なくとも３つを含む、項目１６～２５のいずれか１つに記載の
方法。
（項目１２９）
前記サンプル処理機器が、サンプル収集ユニット、サンプル処理ユニット、検出ユニット
、または送信ユニットを含む、項目１６～２５のいずれか１つに記載の方法。
（項目１３０）
サンプル収集ユニット、サンプルの処理ユニット、検出ユニット、または送信ユニットの
少なくとも１つを含む機器の中で、前記生物学的サンプル処理される、項目２６～４３、
または４７～４９のいずれか１つに記載の方法。
（項目１３１）
サンプル収集ユニット、サンプルの処理ユニット、検出ユニット、または送信ユニットの
少なくとも２つを含む機器の中で、前記生物学的サンプル処理される、項目２６～４３、
または４７～４９のいずれか１つに記載の方法。
（項目１３２）
サンプル収集ユニット、サンプルの処理ユニット、検出ユニット、または送信ユニットの
少なくとも３つを含む機器の中で、前記生物学的サンプル処理される、項目２６～４３、
または４７～４９のいずれか１つに記載の方法。
（項目１３３）
サンプル収集ユニット、サンプルの処理ユニット、検出ユニット、または送信ユニットを
含む機器の中で、前記生物学的サンプル処理される、項目２６～４３、または４７～４９
のいずれか１つに記載の方法。
（項目１３４）
前記サンプルの処理ユニットが核酸増幅ユニットを含む、項目１２３～１３３のいずれか
１つに記載の方法。
（項目１３５）
前記ユニットが筐体に封入される、項目１２３～１３４のいずれか１つに記載の方法。
（項目１３６）
前記機器が、核酸増幅がその中で遂行される、サンプルの処理ユニットを更に含む、項目
５４～６２のいずれか１つに記載の方法。
（項目１３７）
検出ユニットおよび送信ユニットの少なくとも１つを更に含む、項目１３６に記載の方法
。
（項目１３８）
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検出ユニットおよび送信ユニットを更に含む、項目１３６に記載の方法。
（項目１３９）
前記サンプル収集ユニットが前記サンプル処理機器と一体化される、項目６３～７２のい
ずれか１つに記載の方法。
（項目１４０）
前記サンプル収集ユニットが前記サンプル処理機器と一体化されない、項目６３～７２の
いずれか１つに記載の方法。
（項目１４１）
前記サンプル処理機器が、サンプル処理ユニット、検出ユニット、または送信ユニットの
少なくとも１つを更に含む、項目１３９または１４０に記載のシステム。
（項目１４２）
前記サンプル処理機器が、サンプル処理ユニット、検出ユニット、または送信ユニットの
少なくとも２つを更に含む、項目１３９または１４０に記載のシステム。
（項目１４３）
前記サンプル処理機器が、サンプル処理ユニット、検出ユニット、および送信ユニットを
更に含む、項目１３９または１４０に記載のシステム。
（項目１４４）
前記システムが更にサンプル処理機器を含み、前記サンプル処理機器は、サンプル収集ユ
ニット、サンプルの処理ユニット、検出ユニット、または送信ユニットの少なくとも１つ
を含む、項目７３～９１のいずれか１つに記載の方法。
（項目１４５）
前記システムが更にサンプル処理機器を含み、前記サンプル処理機器は、サンプル収集ユ
ニット、サンプルの処理ユニット、検出ユニット、または送信ユニットの少なくとも２つ
を含む、項目７３～９１のいずれか１つに記載の方法。
（項目１４６）
前記システムが更にサンプル処理機器を含み、前記サンプル処理機器は、サンプル収集ユ
ニット、サンプルの処理ユニット、検出ユニット、または送信ユニットの少なくとも３つ
を含む、項目７３～９１のいずれか１つに記載の方法。
（項目１４７）
前記システムが更にサンプル処理機器を含み、前記サンプル処理機器は、サンプル収集ユ
ニット、サンプルの処理ユニット、検出ユニット、および送信ユニットを含む、項目７３
～９１のいずれか１つに記載の方法。
（項目１４８）
前記サンプルの処理ユニットが、核酸増幅ユニットを含む、項目１３６～１４７のいずれ
か１つに記載の方法。
（項目１４９）
前記ユニットが筐体中に封入される、項目１３６～１４８のいずれか１つに記載の方法。
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